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⑴ 悪質事業者やその手口に関する情報について、必要とするすべての市民に届けられるよう、ホームページや各種

広告など様々な媒体を活用して情報提供を行います。  

⑵ 相談受付状況を注視し、不当な取引行為を確認した際には、迅速に実態を調査し、改善するよう事業者を指導し

ます。  

⑶ 事業者に対し、相談事例や適用される関係法令等の周知のため、意見交換会での情報提供や研修などの事業者教

育を実施し、適正な取引行為を徹底させます。  

⑷ 消費者ホットライン「188」及び消費者センターの相談窓口としての認知度向上のための取組みを推進します。

⑴ 消費生活サポーターとして登録した市民や団体をはじめ、地域で活動する企業・関係機関等と連携して見守りネ

ットワークを拡充し、消費者被害の早期発見・救済を推進します。  

⑵ 地域で高齢者や障がい者等を見守る立場の人に対して講座や各種媒体を通じた情報提供を行い、知識の向上を図

るとともに、地域への迅速かつ細やかな注意喚起を行います。  

 

⑶ 相談体制の維持・充実のため消費生活相談員の人材確保に取り組むとともに、相談員の研修機会の確保や複雑か

つ専門的な相談に対する専門機関との連携体制の構築を行い、相談対応の質の向上を図ります。

 

⑷ 消費生活相談において、誰にとっても便利で相談しやすい窓口を目指し、多様な相談方法の整備を検討します。

 

 

⑴ 消費者被害防止や持続可能な消費の実践など幅広い分野の講座や啓発を実施するとともに、オンラインを活用し

た学びの機会の充実を図ります。

⑵ 事業者と協力して職域における消費者教育を充実させるとともに、事業活動を通じた顧客や消費者に対する啓発

及び消費者教育の取組を促進します。  

⑶ 成年年齢の引下げを受け、若年層の特性を考慮した内容の啓発材を活用し、SNS 等の若年層が多く利用する各種

媒体での周知を行います。  

 

⑷ 学校の意見を取り入れた講師派遣講座の実施や、学校で活用しやすい教材の提供を行い、授業での活用を促しま

す。  

⑸ 高齢者や障がい者等、悪質商法の標的になりやすい方に対する講座や啓発の充実を図ります。

 

 

これまでの計画にない、新たな

取組を伴う施策 

現計画からさらに力を入れて（レ

ベルアップさせて）取り組む施策 
関係機関と連携して取り組む施策 

未然防止 

拡大防止 救済 

ネットワークを活用した
悪質事例の注意喚起 

相談状況を反映
した啓発の実施 

 

悪質な相談事例に
ついて事業者指導 

ネットワークを
活用した啓発 

 

事業者への
啓発・教育 

実際の悪質事例を 
用いた消費者教育 

※「方向性」及び「施策の柱」については前回審議会で提案・承認 


